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水道水の供給

１．水道事業会計の仕組み

地方公共団体が住民の福祉の増進を目的として設置し経営する企業を「地方公
営企業」と呼び、水道事業もこの「地方公営企業」に該当します。

一般行政事務と異なり、地方公営企業法などに基づき運営をしており、事業の
運営に必要な経費は、事業の運営によって得られる収入で賄うこととされていま
す。（独立採算の原則）

【地方公営企業】

サービスの提供

水道料金

対価の負担

水道事業 需要家(家庭、工場等)
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１．水道事業会計の仕組み

• 地方公営企業の水道事業は、公営企業会計として、一般行政の
一般会計とは別の会計によって運営されます。

• 水道事業は「公共性」だけではなく「経済性」も重視しながら、
効率的な経営を行うことが求められています。

【一般会計と公営企業会計】

会計

一般会計

財源

税金収入や国庫補助金等
限られた財源

公営企業会計 受益者からの料金

重視されること

支出の規制
（いかに支出を抑えて事
業を行うか）

効率的な経営管理

公共性 経済性

4



１．水道事業会計の仕組み

【収益的収支と資本的収支】
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１．水道事業会計の仕組み

【収益的収支と資本的収支】

収
益
的
収
入

収
益
的
支
出

営業収益
（水道料金、
加入負担金、
受託工事収益
等）

営業外収益
（受取利息、
他会計補助金等）

現金収入を伴わ
ない収入
（長期前受金戻入）

営業費用
（受水費、人件費、
維持管理費等）

現金支出を伴わない
経費
（減価償却費等）

純利益（純損失）

資
本
的
支
出

資
本
的
収
入

収
入
不
足

企業債、
補助金、
工事負
担金等

建設改
良費、
（建設
拡張費
を含
む）

企業債
償還金

資本的収支
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補てん
留保資金

※補てんの仕組みについては次頁

営業外費用
（企業債支払
利息等）
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１．水道事業会計の仕組み

【資本的収支の補てん】

収益的収支

収
益
的
収
入

純利益

留保
資金

補てん財源

留保資金

建設改良積立金

減債積立金

資本的収支

資
本
的
収
入

資
本
的
支
出

不足分

長
期
前
受

金
戻
入

現金の増減
のある収支

現金の増減
のない収支

収
益
的
支
出

減
価

償
却
費
等

時間の経過とともに価値が減少する固定資産の取
得費用を公平に分配するもの。 ⇒ 今後必要とな
る施設の再整備に要する資金を法定耐用年数に応
じて計画的に積み立てていくもの

 長期前受金戻入（ちょうきまえうけきんれいにゅう）：

資産の減価償却費に含まれる補助金や負担金等の相
当額を収益化するものです。

 減価償却費（げんかしょうきゃくひ）：

【減価償却費と長期前受金戻入（非現金収支）】

※消費税調整額も補てん財
源です。



１．水道事業会計の仕組み

【減価償却費と長期前受金戻入（非現金収支）】

・・・減価償却

1年目 2年目 3年目 40年目(例)

減価償却 減価償却 減価償却

長期前受
金戻入 ・・・

長期前受
金戻入

長期前受
金戻入

長期前受
金戻入

・・・
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400万円

10万円 10万円 10万円 10万円

80万円
2万円 2万円2万円 2万円

例）耐用年数40年の場合（定額法）

長
期
前
受

金
戻
入

減
価
償
却
費

留保
資金
８万円

10万円2万円

補
助
金

資
産
の
取
得



２．早島町水道事業会計の状況

【決算書類】
• 公営企業は、予算制度を採用しているために必要となる決算報告書のほか、

「企業」として、営業成績や財務状態を示すために必要な財務諸表を作成しま
す。
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２．早島町水道事業会計の状況

【収益的収支（R6）】 【資本的収支（R６）】
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16,098千円

9,166千円

22,000千円

43,423千円

3,669千円

15,453千円

53,033千円

1,500千円

5,081千円

6,619千円

2,618千円

24,323千円

受水費

資産減耗費

減価償却費

修繕費

動力費

人件費

管理・事務費

委託費

受託工事費

支払利息

令和6年度

【収益的収支】
［収入］
約2.0億円

［支出］
約1.8億円

その他

利益
385 千円

9,732 千円

685 千円

48 千円

31,049 千円

6,596 千円

154,488 千円

受託工事収益

給水収益

長期前受金戻入

他会計補助金

その他営業収益

受取利息

雑収益

95,563千円

15,382千円企業債償還金

建設改良費

令和6年度

【資本的収支】
［収入］
約0.8億円

［支出］
約1.1億円

30,145千円

80,800千円企業債

不足額

補てん財源
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２．早島町水道事業会計の状況

営業収益

営業費用

営業利益＝営業収益−営業費用

営業外収益

営業外費用

経常利益＝営業利益＋営業外収益−営業外費用

特別利益
特別損失

当年度純利益＝経常利益＋特別利益−特別損失

※それぞれの値がマイナスの場合は「損失」となる

【損益計算書】

記載項目

 期間中のすべての収益及び費用

 最終的に発生した利益（損失）
の算出

 利益（損失）が生み出された経
緯の把握



３．早島町水道事業会計の経営分析（水道料金の算定フロー）

【現況把握】
• 経営分析
• 料金比較

【財政計画の見直し】
• 水需要予測
• 財政シミュレーション

【料金改定の検討】

【料金体系の設定】
• 総括原価の分解
• 総括原価の準備料金及び水量

料金への配分
• 総括原価の配賦

【料金表の確定】
・ 料金表の確定
・ 料金改定の時期の検討

【料金水準の算定】
• 総括原価の内訳整理
• 資産維持費の算定
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第1回審議事項

第2回以降審議事項



３．早島町水道事業会計の経営分析

• ５つの経営指標を用いて早島町水道事業会計の経営分析を行います。

経常収支比率 企業債残高対給水収益比率

供給単価 給水原価

料金回収率
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(P14,15) (P16～18)

(P18,20) (P18,20)

(P19,20)



３．早島町水道事業会計の経営分析【経常収支比率】

経営指標

経常収支比率（%）

概要

経常費用が経常収益によってどの程度賄われている
かを示す。この比率が高いほど経常利益率が高いこ
とを表し、この比率が100％未満である場合、収
益（稼いだお金）で費用（支払うお金）を賄えず経
常損失が生じていることを意味する。

（算定式）
経常収益（営業収益＋営業外収益）

経常費用（営業費用＋営業外費用）
×100

経常収益：企業の通常本来の活動によって得られる収益

営業収益と営業外収益の合計

経常費用：企業の通常本来の活動によって発生する費用

営業費用と営業外費用の合計
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３．早島町水道事業会計の経営分析【経常収支比率】

• 過去５年間の経常収支は、経常収益で経常費用を賄えており、経常収支比率は
100％以上で黒字経営でした。

• 2025（令和7）年度以降は、備南水道企業団から購入する受水費の値上がり、
企業債支払利息の増加、動力費の高騰等による支出の増加に伴い、経常費用が増
えていきます。これにより、経常収支比率が100％以下になり、経常収益で経常
費用を賄えず、経常損失が拡大し資金繰りが悪化していく見込みとなっています。
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３．早島町水道事業会計の経営分析【企業債残高対給水収益比率】

経営指標

企業債残高対
給水収益比率（%）

概要

給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債
残高の規模を表す。この比率が高いほど企業債に依
存しており、将来世代の負担が大きいことを意味す
る。
明確な数値基準はなく、経年比較や類似団体との比
較等により自団体の置かれている状況を把握・分析
する。

（算定式）
企業債残高

給水収益
×100
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※ 類似団体とは、給水人口10,000人以上15,000人未満の団
体を指します。



３．早島町水道事業会計の経営分析【企業債残高対給水収益比率】

• 過去5年間の企業債残高対給水収益比率の実績平均は約430%となっており、類似団体
と比較すると80%上回って比率が悪くなっていますが、その要因は給水収益が少ない中、
企業債の借入れに依存していることによるものです。

• 今後も、水道施設の更新事業等による企業債の借入れにより、企業債残高が増加するた
め、企業債残高対給水収益比率が年々増加していき、10年後には1,700％近くまで増
加し、将来世代の負担が増大する見込みです。
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３．早島町水道事業会計の経営分析【供給単価・給水原価・料金回収率】

経営指標

供給単価（円/m3）

概要

有収水量1m3あたりから得られる収益を示す指標

給水原価（円/m3）

有収水量1m3あたりの水を供給するために必要なコストを
示す指標

（算定式）
給水収益

年間有収水量

（算定式）
営業費用＋営業外費用－（受託工事費＋長期前受金戻入）

年間有収水量
×100
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３．早島町水道事業会計の経営分析【供給単価・給水原価・料金回収率】

経営指標

料金回収率（%）

概要

給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えている
かを表す指標。100％を下回っている場合、水道
料金収入だけでは、水道水を供給する費用のすべて
を賄うことができていないことを意味する。

（算定式）
供給単価

給水原価
×100
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３．早島町水道事業会計の経営分析【供給単価・給水原価・料金回収率】

• ポンプ場の稼働による動力費の高騰や企業債の支払利息の増加などで給水原価が増加しており、
2021（令和3）年度から料金回収率が100％以下となっています。つまり、水道料金収入だけで
は、水道水を供給する費用を賄うことができず、水道料金収入以外の収入で費用を賄っています。

• 2025（令和7）年度以降は、受水費の1.5倍の値上がりなどにより料金回収率は年々低下していき、
１０年後には料金回収率が60％以下となり、水道水を供給するほど赤字になる見込みです。
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３．早島町水道事業会計の経営分析【県内市町村の水道料金の比較】

【家庭用、メーター口径φ13mm、2ヶ月の使用水量40m3（税込）の場合】
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・早島町の水道料金については、2018（平成30）年5月の改定以来、現行料金を
維持しています。

備中エリア平均 6,512円（R6.4月時点）

備中エリア平均 6,845円（R8.4月時点）

備前エリア平均 6,315円（R6.4月時点）

備前エリア平均 6,340円（R8.4月時点）

美作エリア平均 8,279円（R6.4月時点）



• 給水人口及び有収水量は、2045（令和27）年度ごろまで微増傾向が続き、
2046（令和28）年度以降は、微減傾向になる見込みです。

• 近年、節水機器の普及により有収水量が減少している上に、2045（令和
27）年度以降は、人口減少等により料金収入が減少していく見込みです。
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出典：給水人口（早島町人口ビジョン） 有収水量（早島町水道事業決算書）

３．早島町水道事業会計の経営分析【給水人口及び給水量の見通し】



4.経営分析から見た現状と課題【財政シミュレーション（40年間）】

• 現行の水道料金を維持した場合、備南水道企業団からの受水費が値上がりしていること
なども踏まえ、2025（令和7）年度から収益的収支が赤字になる見込みであるほか、
資金残高も徐々に減少し、2034（令和16）年度から資金残高がマイナスに転じる見込
みです。

【資本的収支・資金残高】【収益的収支・損益】
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【財政収支の推計（2020～2064）】
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4.経営分析から見た現状と課題【資金残高及び企業債残高】

• 過去5年間は、資金残高は概ね横ばい、企業債残高は上昇傾向でした。

• 今後、資金残高は減少し、企業債残高はさらなる上昇を続け、2034（令和16）年度に
は、資金不足になる見込みであり、水道事業を継続することが困難になる見込みです。

・企業債残高は25億円を上回り、将来世代への負担の増大が課題になっています。
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4.経営分析から見た現状と課題【総括】

・給水人口・有収水量は2045（令和27）年度までは微増傾向ですが、収益的
支出の受水費の上昇、企業債支払利息の増加等により、収益的収支については、
2025（令和7）年度から赤字となる見込みです。

・事業計画による区域拡張に伴う施設整備や既存の水道施設の老朽化による更新
事業等を実施するためには、今後とも一定の企業債を借り入れる必要があります。
企業債残高は年々増加し、2035（令和17）年度には２5億円を超える負債を
負うことになり、企業債残高対給水収益比率は1,700％近くまで上昇します。

・資金残高においても、収益的収支が赤字になるとともに、年々企業債への依存
度が高まり、その償還額が増加することから、今後、水道事業経営が厳しくなり、
2034（令和16）年度には資金不足となる見込みです。
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以上のことを踏まえ、水道事業経営の健全化を図る
ため、水道料金の改定を検討する必要があります。



【料金改定の前提条件】

ア）検討期間：40年間
経営計画における財政シミュレーションに合わせて40年間とします。

イ）料金算定期間：2026（令和8）年度以降5年毎
公益社団法人日本水道協会発刊の「水道料金算定要領」において、概ね3年
から5年を基準とすること記載されているため、5年毎の料金算定期間とします。

ウ）収益的収支：黒字
事業運営のために必要な経費は、その事業の収入で賄うという独立採算の原則
に基づき、黒字を維持することとします。

エ）資金残高：事業収益1年分
資金不足とならないよう、事業収益1年分の資金を確保することとします。

オ）企業債借入率：80%又は70％
既に将来世代の負担が増大している現状の中で、さらに負担の先送りに拍車
をかけることのないよう、現行の借入率と同じ80％の場合、又は借入率を下
げた70％の場合とします。
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4.経営分析から見た現状と課題【料金の改定】

料金改定の検討については、第２回以降の審議会での審議事項となります。


